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鳥取県立琴の浦高等特別支援学校給食調理業務委託仕様書 

 

  鳥取県立琴の浦高等特別支援学校（以下「本校」という。）及び本校が設置する寄宿舎（以下「寄

宿舎」という。）において行う給食調理業務等の委託については、法令並びに鳥取県条例及び規則等

によるほか、この仕様書の定めるところによる。 

 

１  基本理念 

  給食は、成長期にある子どもの心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな食事を

提供することにより、健康の増進、体位の向上を図ることはもちろんのこと、食に関する効果的

な指導に資するものである。 
 

２  業務概要 

    本校（学校教育法第１条及び第 80条の規定に基づく知的障がい者に対する教育を行う特別支援学

校)の生徒及び教職員等への給食（以下「学校給食」という。）並びに寄宿舎で生活する本校生徒（以

下「寄宿生」という。）及び寄宿舎指導員等への食事（以下「寄宿舎給食」という。）に係る給食

調理及びこの調理に付随する業務を委託する。（以下「委託業務」という。） 

 

３ 契約期間 

  令和７年４月１日から令和 10年３月 31日まで 

 

４ 業務実施場所 

（１）調理施設 

   寄宿舎厨房（鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1076） 

   厨房機器配置図（縮小版）及び厨房備品一覧は別添のとおり。 

（２）学校給食配送先 

   本校ランチルーム（鳥取東伯郡琴浦町赤碕1957－１） 

    

５ 委託料等 

（１）委託料 

委託料の額は、10（２）のイからクの経費を支弁するものとする。 

（２）給食食材料費 

給食食材料費は、10（２）のアの経費に充てるものとし、別途給食食材単価契約を締結する。 

   なお、給食に用いる食材料の標準的な単価（以下「食材料費の標準単価」という。）は次のと

おりとし、給食食材料費はこの単価に食数を乗じた額とする。なお、本校及び寄宿舎が実施又は

参加する行事、若しくは国民の祝日及び季節の主要行事日に伴う行事食並びに弁当調製（以下「行

事食等」という。）の経費についても、この食材料費に含むものとするが、鳥取県立琴の浦高等

特別支援学校長（以下「委託者」という。）が指定する行事については、食材料費の単価を調整

する場合がある。 

ア 学校給食：１人１食当たり 386円（牛乳代金を含まず、消費税及び地方消費税の額を含む） 

イ 寄宿舎給食 

（ア）朝食：１人１食当たり   345円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

（イ）昼食：１人１食当たり  451円（同上） 

（ウ）夕食：１人１食当たり  547円（同上） 
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６ 給食対象人数等 

（１）学校給食 

  ア 生徒定員：120名（１学年 40名×３学年） 

上記定員は、入学選抜検査等の状況により若干増減があるものとする。 

  イ 教 職 員：60名（検食を行う教職員及び寄宿舎指導員を含む） 

         令和６年度の標準的教職員数であり、年度ごとに変動がある。  

（２）寄宿舎給食 

  ア 寄 宿 舎 生：45名 

上記の人数は、寄宿生の定員であり、毎年度新入生を受け入れるため、年度

ごとの人数は変動するが、定員に達しない場合もある。 

  イ 寄宿舎指導員：12名（検食を行う職員を含む） 

           実際に喫食する職員は、朝食時５名程度、夕食時７名程度となるが、毎月の

勤務予定表にあわせ本校より別途通知する。 

（３）特記事項 

  学校給食について、教職員のうち寄宿舎指導員（基本４名勤務）は寄宿舎食堂で喫食する。 

 

７ 計画食数 

   ３の契約期間中のうち、令和７年度の見込みは次のとおりであり、以降の年度についても概ね

同程度と見込まれる。但し、現時点（契約締結日）における行事計画等による想定食数であり、

実際の食数を保証するものではない。 

（１）学校給食 

年度 就業日数 対象人数 年間食数 月平均食数 日平均食数 

７年度 202 180 30,300 2,525 150 

  ※令和７年度の月別の計画食数は、別表１「令和７年度学校給食等食数見込み」のとおり。なお、

就業日数×対象人数＝年間食数とはならない。 

（２）寄宿舎給食 

年度 区分 就業日数 対象人数 年間食数 月平均食数 日平均食数 

７年度 朝食 203 50 6,287 524 44 

昼食 3 53 120 － － 

夕食 201 52 6,820 569 49 

  ※昼食は、土曜日・日曜日と連続しない、又は長期休業期間に含まれない単独の祝祭日における

寄宿生等の食数、及び学校行事に伴う寄宿生の弁当を含めて想定している。 

  ※令和７年度の月別の計画食数は、別表１「令和７年度学校給食等食数見込み」のとおり。 

（３）その他 

  ア 遠足、宿泊学習等の校外学習を行う場合、寄宿生に対する弁当調整が必要となる。なお、想

定される食数は、（２）の昼食食数に含まれる。 

イ 寄宿生が日中寄宿舎で生活する場合（上記※書きの他、臨時休業日等）は、寄宿舎給食と

して昼食の提供が必要であるが、現時点では、計画食数に含まれていない。 

ウ 実際の学校給食の食数には、検食分、生徒へ盛り付け方を例示する見本食（以下「見本

食」という。）及び保存食をそれぞれ１食分含めること。なお、寄宿舎給食の食数につい

ては、検食分及び保存食分を各１食含めるものとする。 

エ 年間２回（１回の期間は２週間程度）の職場実習期間は、学年ごと（１、２学年）に学

校給食を実施しない期間となる。なお、寄宿舎給食についても、職場実習期間中は寄宿生

が自宅から職場実習に向かうため、学年ごと（１、２学年）に寄宿舎給食を実施しない期
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間となる。 

 

８ 業務区分 

   委託者と契約の相手方（以下「受託者」という。）の業務区分は別表２「委託者が実施する

業務と受託者が実施する業務の範囲等」のとおりとし、受託者は業務を適正かつ安定的に実施

するものとする。 

 

９ 責任分担 

   委託者及び受託者の委託業務に係る責任分担は、原則として、次の表の左欄に掲げる項目の区

分に応じ、それぞれ同表の責任分担の欄に○印の付いた者が負うものとする。なお、その詳細は、

受託者決定後に締結する協定で定める。 

項      目 責任分担 

委託者 受託者 

物価の変動 人件費、光熱水費等物価変動に伴う管理経費の増  ○ 

金利の変動 金利の変動に伴う管理経費の増  ○ 

消費税の変動 税率変更に伴う増 協議事項 

関連法制度の改正 

 

 

 

厨房施設、厨房設備及び厨房備品（以下「厨房施設等」

という。）の設置基準の変更に伴う施設等の新築又は改

良 

○  

厨房施設等の管理基準の変更に伴う管理経費の増 協議事項 

上記以外のもの  ○ 

不可抗力 不可抗力（震災、暴風、豪雨、洪水、落盤、火災、争乱

、暴動その他委託者又は受託者のいずれの責めにも帰す

ことができない自然的又は人為的現象）に伴う厨房施設

等の損壊等により、委託業務が実施できない場合 

協議事項 

 

 

 

厨房施設等の損傷 厨房施設等の設置上の明白な瑕疵に係るもの ○  

厨房施設等の管理上の明白な瑕疵に係るもの  ○ 

上記以外のもの 協議事項 

本校及び寄宿舎の

生徒等への損害賠

償 

施設等の設置上の明白な瑕疵に係るもの ○  

施設等の管理上の明白な瑕疵に係るもの  ○ 

上記以外のもの 協議事項 

火災保険の加入 ○  

委託業務に要する経費（上記のうち委託者の責任分担とされたものを除く。）

の負担 
 ○ 

包括的管理責任 ○  

 

10 経費負担区分 

委託業務に係る経費の負担は次によるものとする。なお、消耗品類に係る具体的区分を別表３

「経費負担区分」に示す。 

（１）委託者が負担するもの 

  ア 11（１）の厨房施設・厨房設備の整備費、維持管理費及び修繕費 
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  イ 光熱水費、燃料費（調理及び本校に給食を配送するためのものに限る。） 

  ウ ゴミ処理費（残食並びに不燃物の処理に係る経費を含む。） 

  エ 施設全体に対して行う消毒並びに害虫駆除にかかる経費 

  オ グリストラップ清掃費 

（２）受託者が負担するもの 

  ア 給食食材料費（茶葉、特殊食品、保存食、委託者が行う検食及び非常食等を含む） 

  イ 従業員の給与、諸手当、福利厚生費 

  ウ 従業員の被服費、検便・健康診断費、インフルエンザ等予防接種費 

  エ 業務用通信運搬費（機器設置費を含む） 

  オ 消耗品費 

    カ  廃油処理費及び（１）ウを除くすべてのゴミ処理費  

  キ 諸官庁手続関係費 

  ク （１）イに係る燃料費を除く給食配送車両の調達、運用及び維持管理に係る費用 

  ケ 駐車場代金（寄宿舎敷地内の駐車場を利用する場合は、本校の定める金額を委託者へ納める

こと。） 

  コ その他営業費用等 

（３）業務終了時点の扱い 

（２）のア及びオにより購入した物品は、業務終了時点で本校に引き継ぐものとする。 

 

11 施設等の利用 

（１）委託者は、受託者に対し業務上必要な施設及び器具備品を次のとおり無償貸与するものとする。 

  種別 名   称 

厨房施設 厨房、事務室、休憩室、更衣室、職員トイレ・前室、ゴミ置き場 

厨房設備 

 

 

①厨房内の調理用機械器具、備品及び什器類 

②事務室内の備品、事務用品及び電話機（内線専用） 

③更衣室内及び休憩室内のロッカー等備品及び冷暖房設備器具 

（２）受託者は、厨房施設、厨房設備を善良な管理者の注意をもって丁寧に扱い、万一故意又は重大

な過失により損傷又は使用不能としたときは、受託者の責任で弁償しなければならない。 

（３）受託者の費用負担により設置する機器 

受託者は、自らの費用負担により、電話機・ファクシミリ・パソコン等の通信機器を接続する

ことができる。なお、前述の電話機等を設置した場合は速やかに委託者にその電話番号等を報告

するものとする。また、契約期間満了時に受託者の費用負担により撤去するものとする。 

（４）受託者は省資源、省エネルギーに努めるものとする。 

（５）受託者は火災及び盗難の予防について必要な措置を講じるものとする。なお、本校が設置した

機械警備システムの運用について、受託者の管理責任範囲を委託者と協議の上決定するものとす

る。 

（６）受託者の職員が、通勤のために施設内駐車場を使用する場合は、鳥取県公有財産事務取扱規則

（昭和 39年鳥取県規則第 27 号）の規定に基づき、あらかじめ県の使用許可を受け、その使用料

を納入する必要がある。なお、台数については受託者の職員の勤務形態を考慮し必要最低限とす

ること。 

 

12 栄養管理及び献立管理 

     献立は給食業務の根幹を形成し、できる限り、変化に富み本校生徒の健全な発育に必要な栄養

量を含有するものでなければならないことから、受託者は以下のとおり行うこと。 
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（１）献立の作成 

      受託者は、委託者が作成し提供する予定献立を基に、委託者と十分協議して実施献立表を作成

し、必ず委託者の確認を受けること。 

（２）献立の変更 

      委託者は次のアからウの場合に献立を変更できることとし、変更した献立を速やかに受託者に

提供し、受託者はその指示に従うこと。 

    ア  本校の専門教科の実習で収穫した野菜、又は地域等から寄贈を受けた食材料を使用する場合 

    イ  学校給食及び寄宿舎給食の喫食者又はその保護者若しくは本校の職員から意見又は要望を受

けた場合 

    ウ  その他、委託者が必要と判断した場合 

（３）個別対応 

      委託者は、本校生徒の保護者から申出があり、生徒の主治医等医師の指示等により個別の給食

提供が必要と委託者が判断した場合は、速やかにその内容を受託者に通知し、受託者は委託者の

作成した献立に従い個別に調理すること。 

ア 医師の発行する食事箋、診断書等に基づき適切な栄養量及び内容を有する食（糖尿病食、脂

質異常症食など） 

    イ  発熱、胃腸障害等の体調不良時の対応食 

    ウ  食物アレルギー（原則、医師等専門家からの指示等がある場合）への対応（アレルゲン食材

の除去食、代替食等） 

    エ  その他、委託者が必要と判断した場合 

（４）記録の作成 

      受託者は、個人対応をはじめ個別に実施した食事については、記録に残しておくこと。 

 

13 食数管理、食事時間・食事申込・食事変更申込期限等 

食数管理について、受託者は次に定めるところにより行うものとする。 

（１）委託者は、次の食数を受託者に提供し、受託者は数量を確認し食材等の発注を行うものとする。 

ア 学校給食 

（ア）本校の生徒及び教職員等への給食 

（イ）検食（本校職員が行う検食）及び保存食 

  イ 寄宿舎給食 

  （ア）寄宿生及び寄宿舎指導員への給食（朝食分、夕食分） 

  （イ）検食（本校職員が行う検食）及び保存食 

（２）受託者は、委託者から提出のあった食数表から該当食数を把握すること。 

（３）食数管理の入力及び出力の誤り並びに訂正等については、その負担及び責務について委託者

と協議して決定し、速やかに対応する。 

（４）食事時間・食事申込・変更期限等については、次表のとおりとする。 

  ア 学校給食 

項目 月間予定食数 変更締切日 配送車到着時間 食事時間 配送車到着時間 

通常授業 前月２０日 ７日前の16:30 11:30迄 12:15～12:45 12:45以降 

短縮授業 前月２０日 ７日前の16:30 11:15迄 12:00～12:30 12:30以降 
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イ 寄宿舎給食 

区  分 月間予定食数 変更締切日 盛り付け時間 食事時間 下膳時間 

朝 食 前月２０日 ７日前の16:30 7:20迄 7:25～ 8:10 8:10以降 

昼 食 前月２０日 ７日前の16:30 11:55迄 12:00～13:00 13:00以降 

夕 食 前月２０日 ７日前の16:30 18:20迄 18:25～19:30 19:30以降 

※食事時間は寄宿舎職員及び生徒による配膳作業時間を含む。 

 

ウ 留意事項 

   （ア）変更締切日の翌日以降に欠食連絡があった場合は、利用者が当該給食食材費を負担する。 

     ただし、受託者の食材調整等で対応が可能な場合は、この限りでない。また、変更締切日

の翌日以降の追加についても、受託者の食材調整等で可能な場合は対応すること。 

（イ）調理時間については、調理完了後２時間以内に喫食できるようにすること。 

  （ウ）学校給食について、寄宿舎指導員分（基本４名勤務）を寄宿舎食堂に準備すること。 

   （エ）ア及びイの食事時間は、学校行事、授業時間の変更等により前後30分程度の変更を要す

る場合がある。その際は、事前に通知するので対応すること。 

   （オ）ア及びイの食事時間は、大雨・暴風・大雪・暴風雪・洪水の各警報又は特別警報発令時

において、臨時休業による授業打ち切りにより変更する場合があるので、可能な限り対応

すること。 

   （カ）（オ）の各警報又は特別警報発令時において、終日臨時休業とする場合がある。その際

は当日午前９時までに通知するので、食材料が無駄にならないよう、献立の変更等により

対応すること。（学校給食を取りやめ寄宿舎給食に切り替えるため、食数・献立の変更が

生じることになる。） 

 

14 行事及び弁当調製への対応 

    本校及び寄宿舎が実施又は参加する行事、若しくは国民の祝日及び季節の主要行事日に伴う行事

食並びに弁当調製について、受託者は対応が可能な人員を配置する等、適切な勤務態勢をとること

とし、委託者からの要望があれば積極的に学校祭等の行事に参加協力すること。 

  なお、契約期間中の行事予定は前年度の３月頃に「行事予定表」が作成されるので確認すること。 

（１）行事食への対応 

      上記の行事食については、予定献立に基づき実施すること。なお、委託者が指定する行事につ

いては、食材料費の単価を調整する場合がある。 

（２）弁当の調製 

     原則、弁当の調製は寄宿生の昼食分を対象とし、受託者は、寄宿生が通常食べている食形態の

弁当を製造し、費用は通常の給食と同様に扱うこと。なお、弁当は製造後４時間以内に喫食でき

るよう計画し、喫食までの品質劣化をできる限り抑える工夫を行うこと。また、弁当は寄宿生が

登校するまでに手渡しするか、本校が指示する場所へ受託者が輸送できる体制を整えること。 

（３）食育教育に関する協力 

委託者から要請があった場合は、受託者の栄養士、調理師等が講師となって、生徒、保護者等

を対象とした講演会や料理教室を開催する等、本校の食育に関する取組に協力できること。 

（４）試食会の開催 

      保護者及び職員等を対象とした給食試食会を体験食として扱い開催すること。なお、開催日時

等は委託者と協議すること。（年１回程度とし、１回に提供する食数は 30食程度とする。） 
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15 給食材料の調達 

    食の安全及び地産地消及び県産品利用の推進を図るため、受託者は以下の事項について遵守する

こと。 

（１）予定献立表及び喫食者の食数に基づき必要とする食材を調達し、納品に際しては、数量及び良

好な品質であることを確認してその結果を記録し、検収すること。なお、学校給食と寄宿舎給食

の食材は納入単価、数量等それぞれ分けて管理すること。また、必要に応じて委託者の職員が検

収に立ち会うものとする。 

（２）具体的な調達食材及び量が決定次第、委託者の確認を受けること。委託者の確認を受けないで

発注した食材に係る経費については、委託者は支払いに応じないことがある。 

（３）使用する食材は、地産地消及び県産品利用の推進に鑑み鳥取県中部地域（倉吉市及び東伯郡を

いう。）で生産加工された食材を優先的に取り扱うなど、鳥取県産の食材料を重量比７０％以上

使用するよう努めること。なお、米、牛乳、豚肉、鶏肉、卵については、極力県産品にするよう

努め、豆腐については、県内産大豆使用品を使用するよう努めること。併せて、委託者の求めに

より、鳥取県教育委員会事務局体育保健課の示す学校給食用食材の生産地別使用状況に係る調査

について報告すること。また、鳥取県産の食材料を重量比７０％以上使用することが困難と判断

される場合、あるいは米等この項に定める食材料について、県産品の使用が困難と判断される場

合は、委託者と事前協議すること。 

（４）食材を選定するときは、無農薬又は減農薬の食材の使用に努め、食品添加物の少ない食材を選

び、遺伝子組み換え食品及び遺伝子組み換え食品を加工した食品は避ける等、安全性について十

分配慮すること。 

（５）学校給食の牛乳については、別途、公益財団法人鳥取県学校給食会と本校が契約した業者よ

り提供される。 

（６）魚、牛肉、野菜等の食材は、外国産や冷凍品を避け、地元の食材を使用するように努めること。 

（７）缶詰、乾物、調味料等についても、県産品もしくは国産品を使用するよう努めること。 

（８）既製の加工食品等は極力使わず、ハンバーグ、コロッケ、ぎょうざ等手作りの料理を基本とす

ること。やむを得ず既製の加工食品等を使用する場合は、食品の日付表示及び法律に基づく食品

の表示があるものを使用すること。 

（９）食材の購入に際しては、新聞等の資料により常に市場価格の調査を行い、価格の適正化を図り、

品質及び鮮度を厳選して購入すること。 

（10）委託者から食材の品質の改善要求があった場合、速やかに調査を行い、その結果を委託者及び

納入業者に報告し、納入業者に対して改善を求めること。なお、改善が認められない場合は、受

託者の責任において納入業者の変更を行うこと。 

（11）食材の品質又は鮮度について、保護者等から苦情や問い合わせがあった場合は、速やかに委託

者に概要報告を行い、その指示に従うこと。 

（12）委託者が指定した食材については、納入業者等が定期的に実施する食材の細菌検査成績書、並

びに残留農薬検査成績書を提出すること。 

（13）納品された食材を品質劣化のないように適正に保管し、貯蔵品については、品目、規格、数量

並びに賞味期限等を確認しておくこと。なお、委託者が定める期間をもって、食材の使用状況を

報告すること。 

（14）商品、材料の仕入れ及び購入代金の支払い等のために行う商取引は全て受託者の責任と名義に

おいて行うこと。 

 

16  調理業務 

    衛生管理を徹底し、利用者が食事を楽しく且つおいしく食べられるよう献立に正しく従って手順
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よく能率的に調理し、利用者の年齢や個々の特性に応じた食事を提供するため、調理技術について

絶えずその向上に努めるとともに、受託者は委託者の指示に従って次の事項を遵守すること。 

（１）献立に示された食材の質、量を確認し、特に味付けや形状に留意して調理すること。 

併せて適時・適温給食に留意すること。 

（２）食材は良好な保存状態を保ち、新鮮なうちに使用すること。 

（３）作業仕様書及び計画書を作成し、効率の良い作業習慣を調理従事者等に徹底するとともに、事

前に作業仕様書及び計画書を委託者に提出し承諾を得ること。 

（４）調理作業を合理的に行うため、調理機器の配置、整備、管理等について絶えず研究すること。 

（５）調理機器類は取扱説明書の内容を熟知すると共に衛生管理に努め、常に正常な運転、機能及び

能力を維持させること。万一、調理機器類が故障した場合は、直ちに委託者へ報告し、指示を受

けること。 

（６）調理器具の使用及び洗浄にあたっては、丁寧に取り扱うこととし、破損が生じた場合は「器具

・食器類破損報告書」により委託者へ速やかに報告すること。委託者は報告書の内容を調査し、

受託者と弁償の必要性及び弁償すべき範囲について協議を行うものとする。 

（７）調理作業について、委託者からの指示を受けて調理員等に指示を出せる責任者を常時配置して

おくこと。 

 

17  盛り付け業務（学校給食） 

    衛生的な取扱いにより食中毒等を防ぎ、誤配膳等の事故を防ぐため、料理の盛り付けに当たって

受託者は次の事項を遵守すること。 

（１）適切な調理がなされていることを確認した上でなければ盛り付けしてはならない。 

（２）誤配膳等を防止するため、盛り付け後に食事の内容（特にアレルギー食）、食形態、その他注

意事項を必ず２人で確認すること。 

（３）極力型くずれしないようにするとともに、取り分けしやすいよう数量の確認を行い、食缶等に

入れること。 

（４）学級ごとの食缶に人数分を盛り付けること。なお、食器については、学年単位で運搬用カゴ

等に人数分準備すること。 

（５）個別対応の食事については、一般食と容易に区別できるよう工夫し、料理を盛り付けること。 

（６）使用する食器類のうち、箸、スプーン、フォーク、コップ等食器類は、必要数量を食事提供

ごとに準備すること。また、準備したもの以外でも、委託者から要請があれば、必要な食器類

を準備すること。   

 

18  盛り付け及び配膳業務（寄宿舎給食） 

    衛生的な取扱いにより食中毒等を防ぎ、誤配膳等の事故を防ぐため、料理の盛り付け及び適時・

適温給食を実施するに当たって受託者は次の事項を遵守すること。 

（１）適切な調理がなされていることを確認した上でなければ盛り付けしてはならない。 

（２）喫食者に対して食欲をそそるよう、盛り付け技術についても常に創意工夫し、サービス向上に

努めること。 

（３）料理の味や温度を損なわないよう、短時間で盛り付けるよう心がけること。 

（４）個別対応の食事については、一般食と容易に区別できるよう表示等を工夫し、料理を盛り付け

ること。 

（５）盛り付けは、主菜、副菜ごとに食器に料理を盛り付けること。但し、ご飯や汁の盛り付けにつ

いては、寄宿舎職員及び寄宿生が行うので、それぞれの食缶に盛り付け、寄宿舎職員及び寄宿生

の配膳作業に助言等を行うこと。 
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（６）寄宿舎給食で使用する食器類は、必要数量を食事提供（朝食・昼食・夕食）ごとに種類別にカ

ゴ等に準備すること。なお、準備したもの以外でも、要請があれば、必要な食器類を準備するこ

と。 

（７）寄宿生の昼食として調製する弁当については、調製後４時間以内に喫食できるよう計画し、

喫食までの品質劣化をできる限り抑える工夫を行うこと。また、弁当は寄宿生が登校するまでに

手渡しするか、本校が指示する場所へ輸送できる体制を整えること。 

（８）お茶の提供については以下によること。 

    ア  寄宿舎食堂において、朝・昼・夕食時等に利用できるようヤカン等に準備すること。 

    イ  寄宿生から希望があれば、登校前までに寄宿生の水筒に供給できるようヤカン等に準備する

こと。なお、夏季期間中は、冷茶の供給ができるように準備すること。 

 

19 運搬業務 

（１）学校給食用配膳車等を不衛生区域から衛生区域に入れる際には、車輪等の洗浄・消毒を確実に

行った後移動させること。 

（２）学校給食の配送は、定められた時間までに配送すること。 

（３）運搬に使用する配送車両は、受託者の責任で適切な車両を確保し、その運用、維持管理につい

ても受託者の責任で実施すること。 

 

20  下膳・運搬業務 

    受託者の下膳・運搬業務は以下によること。 

（１）寄宿舎給食については、食堂下膳場所に置かれた使用済みの食器を速やかに下膳し、食器等を

食堂に滞留させず清潔に保つこと。なお、寄宿生又は寄宿舎指導員は、残飯等を所定の場所に処

理し、使用済みの食器は食堂下膳場所に整然と置くこととする。 

（２）学校給食については、指定された配送車到着時間以降に到着し、使用済み食器を配膳車に収納

し回収すること。その際、食器等の数量を確認すること。 

 

21  食器・器具類の洗浄、消毒及び保管 

    受託者は次により食器・器具類の洗浄、消毒及び保管を行うこと。 

（１）学校給食及び寄宿舎給食で使用した食器、トレイ、箸類等は、それぞれ専用の食器洗浄機で洗

浄し、専用の食器消毒保管庫で保管すること。 

      下膳した食器類を整理後、10分以上浸漬し、食器用洗剤で前洗いを十分に行い、食器洗浄機に

て洗浄仕上げを行うこと。洗浄終了後は消毒保管庫に納め、乾燥消毒し、次の使用時まで清潔に

保管すること。 

（２）汚れの落ちにくい食器については、手洗い後食器洗浄機で洗浄すること。また、随時漂白を行

い、清潔に保つこと。また、食器等が確実に洗浄・消毒されているか試薬を用いて確認すること。 

（３）食器類の洗浄にあたっては、丁寧に扱うこと。なお、受託者の作業中に食器類を破損した場合

は、速やかに本校へ破損届を提出するとともに、受託者の責任と費用で食器類を補充すること。 

（４）洗浄後の食器類を種類ごとに食器カゴに分別し、完全に水切り後、食器消毒保管庫に収納し、

85℃、30分間の熱風消毒後、保管すること。 

（５）洗浄作業終了後、食器洗浄機に付着した厨芥等を除去して清掃すること。 

（６）食器洗浄機の周辺及び食器消毒保管庫の内外は常に清潔保持に努めること。 

（７）停電等不測の事態により食器洗浄機が使用不能の場合は､手洗い等で対応すること｡ 

（８）調理室内及び下処理室で使用した調理器具類は、それぞれの場所に設置してある流し台で洗浄

し、器具消毒保管庫で消毒保管すること。 

（９）調理機器及び器具類の洗浄、消毒及び保管については、「大量調理施設衛生管理マニュアル」
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に基づき実施すること。 

（10）本校の専門教科の実習として学校給食で使用した食器を本校実習室で洗浄する場合がある。こ

の実習に使用した食器についても、回収後必ず上記（１）から（４）の洗浄消毒を行い保管する

こと。 

 

22  残飯、残菜及び厨芥等の廃棄、処理等 

    受託者は、次により残飯、残菜及び厨芥等の廃棄、処理等を行うこと。 

（１）調理作業及び下膳後に生じた残飯、残菜、その他ゴミ等を長く厨房内に貯留させることなく、

終業時には全てのゴミをゴミ置き場まで運搬すること。 

（２）（１）の残飯等、業務により発生する廃棄物の処理については、委託者の指示に従い、本校所

在地自治体の分別方法を遵守すること。なお、リサイクルが可能なものについてはできる限り分

別すること。 

（３）可能な限り納入業者に引き取りを依頼し、ゴミの減量化に努めること。 

（４）ゴミ回収後は、常に清掃しゴミ置き場を清潔に保ち、悪臭、害虫の発生を防ぐと共に近隣住民

等から苦情を受けることがないよう努めなければならない。なお、随時ゴミバケツを洗浄すると

ともに、各ゴミ箱のふたを開け放しにすることのないようにすること。 

 

23  衛生管理 

    受託者は、食品衛生法（昭和 22年 12月 24日法律第 233号）の規定によるほか、次のアからウに

掲げる衛生基準を遵守し、以下の事項に従って、常に清潔な調理環境を確保するよう努めること。 

   ア 「食中毒事件の原因究明のための徹底事項について」（平成８年７月 25日衛食第 201号厚生

省生活衛生局長通知） 

    イ 「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成 29年６月 16日生食発0616第１号厚生労働省医

薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知） 

   ウ 「学校給食衛生管理基準」（平成21年４月１日制定） 

（１）業務従事者の衛生管理関係 

    ア 業務従事者の健康管理に注意するとともに、健康診断を年３回実施してその結果を委託者に

報告すること。 

    イ  業務従事者について次の（ア）から（エ）に定める検査を含めた検便を月２回以上実施し、

その結果を委託者に報告すること。 

    （ア）赤痢菌 

    （イ）サルモネラ菌 

    （ウ）腸管出血性大腸菌 

    （エ）ノロウィルス（原則 10月から３月までの間、但し、周辺地域での感染情報等が確認され委

託者が検査実施を指示した場合は、その期間を含む。） 

    ウ  食中毒及び感染症等の事故防止に努めること。 

    エ  業務従事者又はその家族、同居人等が、次の（ア）から（イ）の疾病に感染し、又は感染の

疑いがある場合、並びに（ウ）又は（エ）の状態にある場合は、当該業務従事者が治癒又は罹

患していないことが判明するまでは、調理作業に関する全ての業務に従事させないこと。 

（ア）赤痢（疫痢を含む。）、腸チフス、パラチフス、コレラ、ジフテリア、猩紅熱、流行性脳

髄膜炎、ペスト、日本脳炎、開放性結核、その他の感染症 

（イ）化膿性創傷、感染性皮膚疾患 

    （ウ）嘔吐、下痢、発熱などの症状が続いているとき 

    （エ）検便による細菌保菌者及び虫卵保有者、ノロウィルス等陽性保菌者、感染症の保菌者 

   オ  業務従事者は、エに該当する場合は速やかに受託者に報告し、受託者の指示に従うこと。 
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    カ  オの報告を受けた受託者は速やかに委託者に状況を報告して、委託者の指示に従うこと。 

キ その他、委託者から特別の指示のあった場合は、誠実に対応すること。 

（２）食品の衛生管理関係 

    ア  給食材料の納品及び検収後の各食品は、専用の容器に移し替え、所定の場所に保管すること。

なお、食品の保管場所及び厨房にダンボール等を持ち込まないこと。 

    イ  学校給食及び寄宿舎給食の喫食者に提供する食事は、基本的に加熱処理をしたものとするが、

生野菜、果物等を提供する場合は、十分な水洗いをした後、医薬品の殺菌消毒剤の希釈液に10

分間浸漬後、洗浄を行うこと。特に、葉物野菜は、葉の間の異物等に注意すること。なお、調

理は清潔な場所で清潔な器具を使用し、素手で触れないこと。 

  ウ 余った調理済み食品は、保存食を除き、全て各食事の最終配膳後に処分すること。 

（３）保存食の管理作業関係 

  ア 保存食は、食事提供ごとに確保しておくこと。なお、見本食と兼用しないこと。 

  イ 保存食は、１品50ｇ程度とし、所定の容器に入れてふたをし、専用の冷凍庫で－20℃以下で

２週間以上保存すること。 

  ウ 保存容器は、必ず洗浄及び消毒を行うこと。 

  エ 原材料についても、１品50ｇ程度を特に洗浄、殺菌は行わず、納入された状態のまま、専用

の冷凍庫で－20℃以下で２週間以上保存すること。 

（４）食中毒発生予防のためのマニュアル整備 

      次に対応するマニュアルを整備すること。 

    ア  業務従事者に嘔吐・下痢症状がある場合の対応 

    イ  業務従事者の家族又は同居人等に嘔吐・下痢症状がある場合の対応 

    ウ  業務従事者の検便から食中毒原因菌が検出された場合の対応 

（５）その他設備等の衛生管理 

    ア  使用する調理室等は常に清潔にし、定期的に大清掃をするとともに、防鼠、防虫等に万全を

期すること。 

    イ  盛り付け台、配膳車は、食事提供（朝食・昼食・夕食）ごとに清掃・消毒すること。 

    ウ  １日の作業終了時には、調理台、機器、床等を清掃し、調理器具類はすべて器具消毒保管庫

など指定された場所に収納すること。 

    エ  冷凍庫、冷蔵庫及び食品庫は、常に清潔に管理すること。 

    オ  グリスフィルター、グリストラップ等専門的な施設清掃及び調理室内の害虫駆除を行うこと。 

    カ  日常清掃及び定期清掃を実施すること。なお、受託者は、毎月清掃実施計画書を委託者に提

出し、確認を受けること。 

    キ  受託者は、毎日の衛生管理状況を自己管理点検表で点検し、委託者に報告し確認を受けるこ

と。 

 

24 業務従事者 

    調理業務を円滑に遂行するため、業務従事者について、受託者は以下の事項を遵守しなければな

らない。 

（１）配置 

   ア 業務の遅滞等が生じることのないよう常に人員を確保して、円滑な業務を実施できるよう配

置すること。なお、標準的な配置人数は、管理栄養士又は栄養士１人、調理責任者１人、調理

責任者以外の調理員数名並びに学校給食配送及び学校給食下膳回収に従事する運転手１人とす

る。また、調理責任者以外の調理員人数については、受託者の配置計画を委託者が承認するこ

とで決定するものとする。 

   イ 受託者の代理人として業務の実施及び指導監督を行う者（以下「受託責任者」という。）及
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び受託責任者が不在時の代行となる者（以下「受託責任者等」という。）を置き、委託者から

の指示がすぐに受託者へ伝達される体制とすること。なお、受託責任者等を交替させる場合は、

委託者に事前協議すること。 

    ウ  調理業務に関し５年以上の経験を有する管理栄養士又は栄養士（以下「管理栄養士等」とい

う。）を１人以上常駐させること。なお、管理栄養士等を交替させる場合は、委託者に事前協

議すること。 

   エ 調理責任者として、調理業務に関し５年以上の経験を有する調理師を常駐させること。なお、

調理責任者を交替させる場合は、委託者に事前協議すること。 

   オ 調理員を交替させる場合又は補充する場合は委託者と事前協議すること。 

   カ 運転手は、普通免許取得者で運転業務について相当の経験を有する者とすること。 

    キ 業務従事者に対する指揮・命令は末端まで徹底する組織体制をとること。 

    ク 業務従事者名簿、健康診断書及び有資格者にあっては資格を証明する書類の写しを添付して、

委託者に提出すること。異動があった場合も同様とする。 

    ケ 委託者は、受託者の配置した業務従事者のうち、業務を遂行するにあたり不適当と認められ

る者については、その理由を明示して交替を求めることができるものとする。 

（２）教育 

  ア 常に健康増進法を研究し、特定給食施設として業務を円滑に実施することに努めること。 

  イ 常に調理技術の研鑽に努めること。 

    ウ 業務従事者に対し、定期的に衛生教育及び調理技術等について年間計画を立て、教育及び指

導すること。指導後は出席者とその内容について委託者へ報告し確認を受けること。（年３

回以上） 

    エ 業務従事者を業務に関する研修会、講習会等に積極的に参加させること。 

（３）規律 

  ア 本校生徒及びその保護者等と接するにあたっては、その人格を尊重し、常に良好な関係を保

つように努めること。 

   イ 本校及び寄宿舎敷地内は禁煙であること。また、飲食その他勤務の妨げとなる行為をしては

ならない。 

   ウ 厨房内に関係者以外の者を入れてはならない。また、作業に関係ない物品等の持ち込みは行

わないこと。 

    エ 業務従事者による業務遂行に支障をきたす行為があった場合には、委託者は受託者に対し是

正又は再発防止の措置を求めることができ、受託者は文書でこれに回答するとともに直ちに対

応しなければならない。この場合、委託者は受託者に対して業務従事者の交替を求めることが

できるものとする。 

  オ 受託者は委託者が行う指示に誠意をもって従わなければならない。 

（４）服装 

   ア 業務従事者が勤務時間中に着用する衣類は、あらかじめ定められた専用の衣類とし、厨房内

と厨房外との衣類を分け、厨房から出る場合は衣類を着替えることとし、履物についても厨房

内外の区別を明確にすること。 

    イ  調理従事者の衣類は、受託者の管理で洗濯を行い、毎日清潔なものを着用すること。 

   ウ 作業にあたっては、常に頭髪、手指及び爪等を清潔に保つとともに、作業開始前、用便後、

汚染作業区域からの移動後又は作業手順が変わるたびに、必ず手指の洗浄・消毒を行うこと。 

    エ  調理作業中は腕時計や指輪、イヤリング、ピアス若しくはネックレス等のアクセサリーは外

すこと。 

   オ 作業中における便所の使用は、寄宿舎厨房隣接の専用便所を使用し、調理作業時に着用する

外衣、帽子、履物のまま入らないこと。 
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   カ 作業中はマスク及び帽子を着用し、盛り付けや非加熱食品を扱う場合等作業上必要がある場

合は、必ず衛生手袋を着用すること。また手荒れや化膿性創傷以外の傷がある場合は、絆創膏

で覆った上に衛生手袋を着用すること。マスク並びに衛生手袋はこまめに交換すること。 

   キ 身体及び身の回りは常に清潔を心がけ、本校生徒及び教職員に不潔感を与えたり不衛生であ

ったりしてはならないこと。 

（５）本校教職員との連携 

   ア 業務従事者は、業務遂行にあたっては、本校教職員と密接な連携を取らなければならない。 

   イ 業務従事者は、委託者から栄養、食材等の制限についての情報を入手し、食事の加工等、対

象者に必要な対応を行うこと。また食材の学校給食及び寄宿舎給食の喫食者への説明及び喫食

時間に立ち会うなどふれあう業務も担当すること。 

（６）勤務 

   受託者は、委託者に対し、業務従事者の勤務ローテーションについて、事前承認を受けること。

なお、業務従事者を変更する場合も同様とする。 

 

25 給食会議への参加 

   委託者が実施する給食会議は、委託者及び受託者相互間の綿密な連絡調整の場であり、委託業務

の円滑な運営並びに本校生徒の身体的及び精神的特質や嗜好等を考慮した食事の提供を目的とし

て、次のとおり開催する。 

（１）会議の開催 

   ア 定例会は、毎月委託者が召集する。 

   イ 臨時会は、いずれか一方の発議により委託者が召集する。 

（２）受託者の責務 

    ア  管理栄養士等若しくは受託責任者等は、給食会議に必ず出席しなければならない。 

    イ  委託者から受託者に業務の改善を求めた場合、受託者はこれに速やかに対応しなければなら

ない。 

 

26 検食 

    検食は、本校生徒等に提供する食事として適正か否かの評価を受けるために行うものであり、受

託者は以下により行うものとする。 

（１）検食については、以下のア及びイにより準備する。 

   毎日、食事提供ごとに喫食する本校生徒等の食事時間の前に必ず検食できるように次の検食２

食分を準備し、委託者の指定する場所に置くこと。なお、イの栄養職員が行う検食は、土日祝日

を除く平日の昼食及び夕食に行うものとする。 

  ア 本校教職員（栄養職員以外）が行う 検食  １食 

    イ  本校栄養職員が行う検食 

衛生面点検のため行う検食とし、量は１／２食程度で、本校栄養職員が不在の場合は受託者

側の管理栄養士等が行う。 

 （２）検食の結果、本校教職員等から特別の指示があった場合は、謙虚に受け止め委託者と協議の上、 

改善を図ること。 

 

27  非常時及び事故発生時の対応 

    受託者は、非常時及び事故等が発生したときは直ちに適切な措置を取るとともに、委託者に報告

しその指示により以下の（１）又は（２）の対応を行うものとする。なお、受託者は次の対策マニ

ュアルを整備しておくものとする。 

  ア 食中毒発生時における緊急対策マニュアル 
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  イ 災害時における緊急対策マニュアル 

（１）非常時 

      災害等でライフラインが停止した場合には、貯蔵している通常の給食材料及び非常食を使用し、

給食を提供すること。 

（２）事故発生時 

      厨房内の火災、労働争議、食中毒事故等による行政所轄庁からの業務停止命令又は営業自粛の

指示並びに業務従事者の検便陽性時又は複数の業務従事者が嘔吐する等の体調不良等、主として

受託者側の理由により給食を調理できなくなった場合は、直ちに委託者に報告しその指示を受け

るとともに、受託者の負担により、代行業者による給食を提供する等、本学校生徒及び寄宿生の

給食を確保すること。なお、給食を調理できなくなったことが受託者側の理由でない場合でも、

代行業者等の斡旋を行う等、本校生徒及び寄宿生の給食確保に協力すること。 

（３）非常食訓練 

      災害時に備えて、非常食をもって年１回程度の非常食訓練を行うこととし、非常食の試食を行

う等、委託者の指示を受けて必要な対応を取ること。 

 

28 委託業務の代行者の指定 

（１）厨房内の火災、労働争議、業務停止その他の事情により委託業務の全部又は一部の遂行が困難

となった場合の保証として、受託者は委託業務の代行者を指定し、委託者に通知してその承認を

受けなければならない。 

（２）委託業務の代行は、受託者の申し出により、委託業務の代行の必要性を委託者が認めた場合に

行う。この場合であっても、受託者の義務は免責されない。 

 

29 記録及び報告 

    受託者は、次に定めるところにより委託者へ記録の提出及び報告を行うものとする。 

（１）実施計画 

受託者は、各年度の業務開始前に年間の委託業務実施計画書を委託者に提出し、承認を受けな

ければならない。なお、提出は前年度の１月末までとする。但し、業務開始初年度は、契約締結

後速やかに提出するものとする。 

（２）実績報告 

受託者は、毎月の業務を完了したときは、原則翌月の 10日までに業務実績報告書を提出し、委

託者の検査を受けなければならない。なお、委託者の検査に合格した後でなければ委託業務にか

かる委託料の請求をすることができない。また、年度末の業務完了後10日以内に年間の業務実績

報告書を委託者へ提出しなければならない。 

（３）作業記録 

      作業日誌記録を作成し、実績月の翌月上旬に報告すること。 

（４）残食記録 

      下膳の際、残食状況を調べ報告すること。 

（５）健康管理記録 

     業務従事者の健康管理状況について、健康診断、検便等を行った都度その結果を速やかに報告

すること。 

（６）作業に必要な各帳票類の保管、管理を行い、関係省庁の調査等に協力すること。 

（７）（６）の調査等の結果により、関係省庁等から指示、指導を受けた場合は、対応方針を協議し 

速やかに実施すること。 

 

30 監督及び検査 
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（１）委託者は、委託業務に係る監督員を任命し、委託業務の実施状況について随時確認するものと

する。 

（２）委託者は委託業務に係る検査員を任命し、毎月 29（２）の報告書に基づき、完了検査を行

うものとする。受託者及び監督員はこれを受検すること。 

 

31 適正な委託業務の継続が困難になった場合における措置 

（１）受託者の責めに帰すべき事由により委託業務の適正な実施が困難になった場合、関係諸法令及

び契約条項に違反した場合、又はそれらのおそれが生じた場合、委託者は、受託者に対して必要

な報告を求め、実地調査し、又は必要な指示をすることができるものとする。 

   なお、委託者は上記の報告等の結果、委託業務の継続が困難であると判断した場合、委託業務

に係る契約を解除することができるものとする。 

（２）受託者の財務状況が著しく悪化し、委託業務の適正な実施継続が困難と認められた場合、委託

者は、委託業務に係る契約を解除することができるものとする。 

（３）上記（１）又は（２）により契約解除された場合において、委託者に損害が生じたときは、当

該契約を解除された受託者は、委託者に対し当該損害を賠償しなければならない。 

（４）不可抗力その他委託者及び受託者の責めに帰することができない事由により委託業務の適正な

実施継続が困難となった場合、委託者及び受託者は、委託業務の継続の可否について協議するも

のとする。 

 

32 禁止事項 

    受託者は、次に掲げる事項をしてはならない。 

（１）契約に基づく権利義務の譲渡又は第三者に再委託すること。 

（２）本校及び寄宿舎の名称を使用して第三者と取引すること。 

（３）委託業務以外に委託者が設置する給食施設、厨房施設等を使用すること。 

（４）不当廉売行為等健全な商習慣に違反する行為を行うこと。 

（５）業務従事者による本校の業務遂行に支障をきたす行為を行うこと。 

（６）その他委託者に不利となる行為を行うこと。 

 

33 遵守事項 

    受託者は、業務の実施にあたり、本校の指示監督に従いその責務を果たすとともに、関係法令及

び次の事項を遵守すること。 

（１）個人情報の保護に関する法令及び鳥取県条例、個人情報取り扱い基準等を遵守すること。 

（２）施設管理、衛生管理上の措置の不適当、又は個人情報の管理の不適切、若しくは業務従事者の

不適切な行為等によって生じる、本校及び本校生徒等に対する一切の賠償責任を負うものとする

こと。 

（３）業務従事者の健康管理不備、又は業務従事者本人が本校に損害を与えた場合、その賠償責任及

びその他の業務従事者の一切の行為に伴う全ての結果について、受託者は責任を負うこと。 

 

34 異物混入等に対する公表     

学校給食に異物混入等の事例が発生した場合は、鳥取県教育委員会が定めた別添「学校給食に

おける異物混入等の公表基準について」により、公表する場合がある。 
 
35 その他 

（１）本仕様書に記載されていない事項については、委託者と受託者が誠意を持って協議し、決定す
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る。 

（２）受託責任者は、給食調理に関する障害、事故及び保護者等からの苦情があった場合には、遅滞

なく委託者へ連絡し、その指示に従い速やかに対応すること。なお、その処理結果等について書

面（別紙）により委託者へ報告すること。 

（３）受託者は、委託業務の開始前に委託者の指示に従い、職員等を対象とした試食会を開催するも

のとする。なお、試食会に係る費用は受託者の負担とする。 
（４）受託者は、委託業務に係る手続き終了後速やかに厨房施設等の稼働試験を実施すること。なお、

稼働試験に基づき給食調理の手順等の確認を行い、厨房施設等で早急に対応が必要な項目がある

場合は、速やかに委託者に報告するとともに対応案を委託者と協議するものとする。 

（５）委託者は、受託者による委託業務の給食実施状況や行事食の内容を、ホームページで公開する

場合がある。 

 


































